
はじめに  

 当事者や遺族の方の講話を通じ、過労死問題

に初めて直接触れて以来、学べば学ぶほど露わ

になるその根深さを前に、解決策を模索せずに

はいられなくなった。まずは労働問題の実態を

垣間見ようと、匿名回答のアンケート調査を実施

した脚注１。社会人546人、大学生・高校生を含む

学生268人から得た回答から見えてきたのは、少

なくない労働者が、既に過労死やそれに近い状

況を経験している生々しい現実であった。 

 それを踏まえ、本稿は、過労死の一因である長

時間労働の背景にある人手不足の問題に注目

し、問題提起をする。第１章では、過労死に深く

関与する長時間労働の健康に及ぼす危険性を

確認する。第２章では、その事後策としての労働

者のメンタルヘルスケアすら行き届いていない実

態を示す。第３章では、長時間労働そのものの

削減への取り組みが不可欠との立場から、就労

が叶わない者と人手不足の事業場とを繋げる視

点を提起する。なお、アンケートの選択式設問と

その回答分布は巻末に記す。自由記述回答は，

その一部を本文の脚注で言及する。 

 

1．長時間労働 

 厚労省による統計か

らは、「仕事の量や質」

が仕事におけるストレス

源の多くを占めているこ

と が示 唆 さ れる．例 え

ば、ストレス源を仕事の

量・質に求める者の割

合59.4％は、対人関係

長時間労働による健康への影響と現状改善に向けた問題提起 

手島浩太 東京大学教養学部理科Ⅰ類 2年 

村上 諒 東京大学教養学部文科Ⅰ類 1 年 
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土谷良樹 東京大学教養学部非常勤講師，東葛病院医師 

を含む他の要素を凌駕する（図１）１。別の調査

も，ストレスを感じる者の56.7％が仕事の量・質に

その原因を求めていることを示す２。仕事の満足

度に関しては、業種を問わず多くの者が「給与面

の待遇向上」よりも「仕事の肉体的・精神的負担

の軽減」を、「仕事の満足度を上げた要因」として

挙げる傾向にある３。このように、「仕事の量や質」

が多くの労働者のストレッサーとなっている。 

 この「仕事の量や質」の問題は、長時間労働と

いう形で表面化する。長時間労働は、健康被害

や過労死に繋がる危険性を孕む。Kivimäkiら

（2015）は，標準時間（週労働35時間から40時

間）の労働者と比して、週労働55時間以上の労

働者には、約1.3倍の脳卒中リスクが存在するこ

とを報告した４。また、長時間労働のメンタルヘル

スへの影響に関する研究もある。Kuroda  and 

Yamamoto（2016）は、労働時間が週50時間を超

えると、メンタル面に大きな悪影響が生じ得ること

を指摘し、さらに、金銭対価のない労働（サービ

ス残業）時間が長くなると、通常の残業時より一

層、メンタルヘルスが悪化する危険性が高まるこ

とを示した脚注２・５。健康的な生活の実現には，労

働時間の適切な制限が不可欠だ。 
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脚注１ 2021年8月11日から９月５日にかけて、主にSNSを通じて実施した。 

脚注２ アンケートの自由記述回答から、現場の残業の声を1点引く。 

・残業が当たり前の（かつ残業代が支払われない）会社で働いていた時、私の後ろの席の方が職場で倒れ、1週

間後に亡くなりました（福祉職）。 

図１ 現在の仕事や職業生活に関することで強いストレスとなっていると感じている事柄 (主なも

の3つ以内回答)  (厚生労働省 : 厚生労働統計のあらまし、15頁、令和元年より引用、改変) 



 確かに，第二次安倍内閣においては「働き方

改革」として時間外労働の上限規制が目標とさ

れ、厚労省は「長時間労働削減推進本部」を設

置するなど、近年、過労死問題に取り組む姿勢

は見られる。 

 だが、日本の労働時間上限規制の実態は、杜

撰であると言わざるを得ない。厚労省の令和２年

過労死等防止対策白書６によれば、週労働時間

が49時間以上の労働者の割合は18.3%、月末週

労働時間が60時間以上の割合は6.4%に上っ 

た脚注３。また，日本労働組合総連合会の調査

は、月毎の平均賃金不払い残業時間（サービス

残業時間）が一般社員では18.6時間、課長クラ

ス以上では28.0時間であることを明らかにした７。 

 そして，労働基準監督署による令和2年度の監

督指導の結果によれば８、監督指導の実施され

た24,042事業場のうち、労働基準関係法令違反

は73.2%、違法な時間外労働は37.0%、賃金不払

残業は6.5%、過重労働による健康被害防止措置

の未実施は19.2%の事業場で認められている。

他にも、過重労働による健康障害防止措置が不

十分なことによる指

導は40.2%の事業場

に対して、労働時間

の把握が不適正なこ

とによる指導は17.9%

の事業場に対して行

われねばならなかっ

た。長時間労働是正

の取り組みは、不完全であると言う他ない。 

 2018年2月，厚労省は「2013年度労働時間等

総合実態調査」において、一般労働者と裁量労

働制で働く者の労働時間に関し、不適切データ

を用いていたことを謝罪した９。その後、2021年6

月公表の「裁量労働制実態調査」の結果で明ら

かになったのは、裁量労働制適用労働者の長時

間労働の実態であった脚注４。 

 それによれば、裁量労働制適用労働者の平均

週労働時間は45時間、裁量労働制適用労働者

のう ち、週 労 働 時 間 が 50 時 間 を 超 え る者 は

33％、60時間を超える者は9%にも上る（図2）。先

述の日本の労働者全体の週労働時間と比して、

裁量労働制度に適用されている者の労働時間

は長い。確かに、長時間労働になりやすい職種

が裁量労働制度を用いている可能性は否めな

いので、裁量労働制度を長時間労働の発生源と

断じるのは短絡的だろう。だが、適用者の労働時

間と「裁量労働制が適用され得る」非適用者の

労働時間とを比較すると（図２、図３）、裁量労働

制度が労働時間を増加させている蓋然性が高ま
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脚注３ 長時間労働の実態や、その負担を表す自由記述回答を2点抜粋する。 

・私は働いてしまうタイプだから，裁量が与えられれば無理矢理にでも仕事を完遂するために無賃残業（みなしで

はあるが明らかに足りていない）をしてしまう（広告制作管理業務）。 

・みなし残業のため，いつまでも働いている。タイムカードは決まった時間に切るが結局みなし。監査をする組織

が無く表に出ない。9時30分―22時30分までの勤務で、その後はメールが来ればいつまででも仕事をする。仕

事が多い日は深夜0時に一段落した後に、メールや書類の整理をして午前2時頃に一息つく （広告制作管理

業務）。 

脚注４ 裁量労働制度に懐疑的な意見がアンケートの自由記述回答で散見された。 

・仕事の時間は担当する仕事量によるので裁量はあまり関係ない。仕事量が多くなると責任も重くなり、メンタル

への負担が大きくなることもあります（事務職管理者）。 

・裁量を認めてもらっても、評価が業務量に依存をする場面がある場合は、裁量があっても時間を含めた労使の

争いになってしまう場合がある（小売業アドバイザー）。 

脚注５ ただし「階級での回答を含む」とは、１週間に実際に働いた労働時間の合計を、１時間単位で回答した調査

票、及び１週間に実際に働いた労働時間の合計を、細かく覚えていないため階級を選択することにより回答した

調査票を、合わせて集計したものを指す。一方、「階級での回答を含まない」とは、１週間に実際に働いた労働時

間の合計を、１時間単位で回答した調査票のみを集計したものを指す。 

図２ 裁量労働制適用労働者の一週間の労働時間階級別労働者割合 （厚生労働省 : 裁量労働
制実態調査資料、令和3年6月25日 より引用，改変）脚注５ 



る。 

 また、裁量労働制実

態調査資料が明らか

にした制度に対する満

足度に着目すると、企

画型裁量労働制に関

して「制度の見直し」を

主張する者の割合は

39.7%に上る（図4）。 

 裁量労働制度の下

で は、「割 増 賃 金 規

定」と「労 働 時 間 規

定」か ら の適 応 が除

外 さ れ る。こ の 制 度

は、長時間労働のみ

ならず、無賃残業の

増加を招いている可

能性がある。例えば、エーディーディー事件があ

る（大阪高判判決平成24年７月27日）１０。コン

ピュータ会社の元従業員が、裁量労働制で勤務

していたものの、実際は裁量外で働いていたとし

て、残業代を会社に請求した事件で、労働内容

が裁量労働制度に適用されるかどうかが争われ

た。裁判所は、裁量労働の要件は満たされてい

ないと判じた。 

 このように、使用者側の労働管理や支援の怠

慢が見え隠れする現場で裁量労働制度が利用

されている実態がある。長時間労働問題には、

社会的な解決が求められる。 

 確かに、専門性の高い特定の業種における裁

量労働制の効果は否定されない。裁量を持つこ

とは、労働量や労働時間を減らすことは意味しな

いが、仕事の自由度を高め得る。労働者は管理

されないため、責任は生じるものの、過度な労働

を回避する手段を自ら持つことができる場合があ

り得るからである。Karasek（1979）の提唱する「仕

事の要求度―コントロールモデル」によれば、仕

事の要求度が高くても、仕事の自由度が高けれ

ば、一定程度ストレス値が抑えられる１１。Bakker 

and Demerouti（2017）の「仕事の要求度－資源

モデル」も、裁量性などの仕事の資源の充実が

ポジティブな結果を生むと示した１２。 

 だが、たとえ裁量を付与されても、個々人の負

担する仕事量が過度なようでは、長時間労働を

免れない点は強調されねばならない。 

 長時間労働をなくす対策は、事後的な要素と

事前的な要素とに大別される。まず前者を次章

で見よう。長時間労働等により健康を害された者

への事後的な支援の実態はどうなっているの

か。 

 

２．労働者のメンタルヘルスケア 

 2015年の労働安全衛生法の一部改正に伴

い、「労働者の心理的な負担の程度を把握する

ための検査」（ストレスチェック）の制度が施行さ

れて久しい。令和2年労働安全衛生調査１３を見

ると、その未活用が目立つ。「ストレスチェックに

取り組んでいる」事業場割合は、「メンタルヘルス

対策に取り組んでいる」事業場（61.4%）の62.7%

に留まる（図5）。労働者数50人以上の事業場で

は、「ストレスチェックの結果を活用した」事業場

割 合 は、ス トレ ス チェッ クを 実 施し た事 業 場

（84.9％）の66.9％に留まる。この制度の未活用

という事実は疎か、そもそもストレスチェック制度

の意義が問題視されるべき可能性もある。紙面

などによるストレス調査のフィードバックだけで

は、ストレスの改善が認められないという報告が

ある１４。  

 課題はそれに留まらない。ストレスチェック制度
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図３ 裁量労働制が適用され得る、裁量労働制非適用労働者の一週間の労働時間階級別労働
者割合（厚生労働省 : 裁量労働制実態調査資料、令和3年6月25日 より引用、改変） 

図４ 専門型または企画型裁量労働制の適用に対する満足度別労働者割合（厚生労働省 : 裁
量労働制実態調査資料、令和3年6月25日より引用、改変） 



以外のメンタルヘルス対策を見よう。メンタルヘ

ルスケア対策に取り組んでいる事業場のうち、事

業場内でメンタルヘルスケアに関する相談体制

を整備している割合は50.7%、メンタルに負担を

抱えた者に対する職場復帰の支援をしている割

合は24.8％に留まる（図5）。また、労働政策研

究・研修機構「メンタルヘルス，私傷病などの治

療と職業生活の両立支援に関する調査」１５によ

れば、健康診断等で異常所見が出ている社員

に対するフォローアップ体制も不十分である。メ

ンタルヘルスの相談や定期健康診断、がん検

診、肝炎ウイルス検査または人間ドックの後に異

常の所見が出ている社員に対して、何らかの

フォローアップをしている企業の割合は60.8％に

留まる脚注６。 

 このように、現行、十分とは言えないメンタルヘ

ルスケアの今後の充実は脚注７、メンタル面の健

康改善のみならず、仕事の生産性の向上をもた

らし得る点からも必要とされる。例えば、診療所

の看護職および事務職に対するストレス軽減の

ための介入研究１６では、スタッフ会議が診療所

の責任者によって多く

開催されるほど、労働

者の自覚的なコントー

ルおよび仕事の満足

度が増加し、役割葛

藤、役 割 不 明 確、精

神的なストレス、離職

率、そして離職願望が

減少したという。他に

も、「職場環境改善」、

「個人向けストレスマネジメント」により仕事の生

産性が向上したことを示す研究もある１７。メンタ

ルヘルスケア対策の利点の周知は、今後も取り

組まれるべきである． 

 ただ、ここで注意すべきは、長時間労働を前提

とした事後的なメンタルヘルスケア対策を充実さ

せるのみならず、長時間労働の削減そのものを

問わねばならない点にある。次章では、人手不

足問題を切り口とした過労死等の予防を提起す

る。 

 

３．人手不足と過労死問題  

 日本では仕事の形態を問わず、人手不足感が

強まっている脚注８。厚労省が2013年8月から2019

年11月にかけて行った調査によれば、労働者が

「不足」と回答した事業場の割合から「過剰」と回

答した事業場の割合を差し引いた値である労働

者過不足感は、常用労働者、正社員等、派遣労

働者、パートタイム、臨時の全てのカテゴリーで

正の値を取り、なおかつ増加傾向にある１８。これ

に従えば、現在の日本の少なくない事業場が人
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図５ メンタルヘルス対策に取り組む事業場の対策取組内容の割合 （複数回答） （厚生労働省 : 
労働安全衛生法調査、令和2年より引用、改変） 

脚注６ 「会社人事部が主体となって産業保健スタッフ等と連携しフォローアップしている」38.7％、「健康保険組合

などの社外の組織を主体としてフォローアップしている」12.7％、「産業保健スタッフ等が主体となってフォローアッ

プしている」9.4％  

脚注７ アンケート結果は、精神的なダメージを受けている方が一定数存在すること、そして労働者のメンタルヘル

スケアが肝要であることを改めて浮き彫りにした。自由記述回答から3点引用する。 

・通勤途中の踏み切りにふと吸い込まれそうになったり、自分が死んだときにおりる生命保険の金額の話を何気

なく考えるようになったりしてしまい、それをふと配偶者の前で口に出してしまった（事務職）。 

・以前の職場で仕事をしても評価されなかった（医師）。 

・逃れられないノルマを睡眠削って消化した時、誰のための何なのかと思った（非常勤公務員 元・IT関係）。 

脚注８ アンケートの自由記述回答から人手不足を示唆する回答を得た。 

・「人員削減による人員不足で発生した仕事量の増加、残業、休みたくても休めなかった」（販売員店長）。 

設問「これまでに，何らかの影響によってパニックに陥り、自暴自棄になったことはありますか？」に対して、「は

い」と回答した上での記述。 



手不足であると言える。 

 その日本において長時間労働を含む過重労

働が広く残存していることは、先に見た。過重労

働の横行と慢性的な人手不足は無縁ではない。

過労死を未然に防ぐには、人手不足問題の解

消に向けた取り組みがなされねばならない。過

労死等の根絶を目指す上では、これを観念論と

断ずることはできない。注目したいのは、慢性的

な人手不足の裏側に、（程度の多少はあれ）就

労を希望するのに働けていない者が存するとい

うアンバランスな構図である。潜在する成り手が

就労までなかなか至らない現状が、過労死等の

発生の一要因である可能性に目を向けよう。 

 総務省による労働力調査によれば１９、2021年7

―9月期平均で、追加就労希望就業者脚注９は

222万人，失業者脚注１０は211万人，潜在労働力

人口脚注１１は36万人、就業を希望しながらに求

職活動をしていない者は243万人に上る。慢性

的な人手不足の裏には、求職活動を行う（行っ

た）者や就労を望んでいる者がこれだけ存在す

る。彼ら彼女らの就労問題に取り組むことが、

個々人への仕事の過度な集中を予防する可能

性は、少なくとも分担可能な仕事に関しては、小

さくないだろう。 

 ただ、単純な雇用枠の増加で解決を見るほど

に単純な問題ではない。就業を希望しながらに

求職活動をしていない者（243万人）が「求職活

動をしていない」理由の内訳を見よう。 

・「適当な仕事がありそうにない」84万人 

・「健康上の理由のため」53万人 

・「出産・育児のため」44万人 

・「介護・看護のため」14万人 

・「その他」42万人  

 採用条件が多くの就労希望者を阻む障壁と

なっている様が見て取れる。無条件に枠を増や

しても就労は増えない。この対策はどうか。近年

唱道されている「短時間正社員制度」は、「働き

方が多様化する中で、自らのライフスタイルやラ

イフステージに応じた働き方を実現」し、「これま

で様々な制約から就業継続ができなかった人や

就業の機会を得られなかった人たちの就業継続

や就業を可能」にするとされている２０。これは確

かに仕事と育児・介護の両立を志向する労働者

の希望を集めているものの、2015年段階では企

業の61.3%が未導入であった。制度内容で注意

すべきは、「利用が長期化することは、職場の人

員バランスや他の社員の負担、また、短時間正

社員本人のキャリア形成の観点から望ましいこと

ばかりではありません」との記述が示す通り、あく

までフルタイム正社員であることが基本にある点

だ。実際、フルタイム正社員と比べ、短時間正社

員は基本給が下がること、手当や退職金の受取

額が減ること、責任ある仕事が任されなくなるこ

と、などを理由に利用を希望しない者は多い２１。

また、「人材の確保や定着等の人材活用上の課

題を解決するための方策の一つになり得る」とも

位置付けられている同制度だが、あくまでその対

象はスキルのある者に限られる。例えば、同制度

のマニュアルにおいて、フルタイム正社員として

の「活用が難し」く、その改善を要するとされる高

齢者は、「経験豊富で専門性が高い」者に限ら

れる。 

 少子高齢化への対策という側面からも支持され

普及してきた高齢者の就労だが脚注１２、就労して

いないもののそれを必要としていると推察される

高齢者は現在も少なくない。金融広報中央委員
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脚注９ 追加就労希望就業者は、「就業時間が週35時間未満で、就業時間の追加を希望しており、追加できる就

業者」を指す。 

脚注１０ 失業者は、「就業しておらず，1か月以内に求職活動を行っており、すぐに就業できる者」を指す。 

脚注１１ 潜在労働力人口は、「就業者でも失業者でもない者(非労働力人口)のうち，次のいずれかに該当する

者」を指す。①1か月以内に求職活動を行っており、すぐではないが2週間以内に就業できる者(拡張求職者)。 

②1か月以内に求職活動を行っていないが、就業を希望しており、すぐに就業できる者(就業可能非求職者)。 

脚注１２ 2020年、高齢者の就業率は25.1%を示し、9年連続で上昇している。就業者総数に占める高齢就業者の

割合は13.6%と過去最大値を取る（統計トピックスNo.129 統計からみる我が国の高齢者 敬老の日にちなんで、 

2021）。また、65歳までの雇用確保措置のある企業は計164,033社（99.9%）、66歳以上働ける制度のある企業は

54,802社（33.4%）、70歳以上働ける制度のある企業は51,633社（31.5%）に上る（令和2年高年齢者の雇用状況、

2021）。就業率や雇用確保措置の実施割合からは、概ね高齢者の就労が進んだかに見える。 



会による調査によれば、2019年に年金だけでは

「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と回答

した高齢者世帯は、二人以上世帯で47.3%，単

身世帯で61.0%に上る２２。また、2019年の国民生

活基礎調査で、生活が「苦しい」と回答する高齢

者世帯は51.7%に上った２３。年金の他に収入を

必要とする高齢者の生活が「苦しい」背景の一つ

に、彼ら彼女らの就労面の問題はないか脚注１３。

少なくとも、年金だけでは「日常生活費程度もま

かなうのが難しい」、且つ、生活の「苦しい」高齢

者が就労に問題を抱えている可能性に目を向け

る意義はある。 

 高齢者に限らず、就労を必要としていても、就

労条件が高いハードルとなっている可能性に鑑

み、ハードルを下げつつ、一定の収入を確保す

る取り組みは、広く求められると言える。大学と自

治体の協力下で就労支援を図る継続的な研究

や取り組みも参考になる脚注１４。「経験豊富で専

門性が高い」者を排除せずとも、成立する仕事

はある。具体的には、デジタルコンテンツ制作、

データ入力、データベース更新の調査・情報収

集、オフィス保守業務といった定例業務や、翻

訳、電子化、アーカイブといった概して締め切り

がなく後回しにされがちな業務を担うことは可能

であり、そして有意義ではないか。ただ、経営効

率を追求する側としては、人手を増やすより、既

存の人員の労働を増やす方が好まれる点は否

めない。概して人件費の増大を嫌う経営側の理

解を得る工夫が求められる。例えば、事業場の

側のメリットとしては、外部委託業務の内部での

実施や、なかなか着手出来なかった作業の開始

などが指摘される２４。  

 就労を希望する者、又はそれを必要とする者

に対し、就労の門戸が広く開かれているとは言

い難いのが現状であり、彼ら彼女らを実際の就

労とマッチングする工夫の余地が残されているこ

とは、念頭に置かれて良い。短時間正社員制度

がそうであるように、「経験豊富で専門性が高い」

と判断されない者が、労働市場から排除される

傾向にあることは否めない。その下で慢性化した

「人手不足」が、長時間労働やそれが一つの原

因となって起こる過労死等の温床となっている事

態は、是正されねばならない。 

 本章は、過労死防止の文脈で、事業場と働き

手とのコネクションを増やす必要性の一端を論じ

た。確かに、労働意欲を有しつつ就労が叶わな

い者と人手不足の事業場を繋げる策の限界は、

認めなければならない。複数人で分担すること

自体が不可能、乃至困難な仕事を担う者の過労

の防止に対し、事業場の人手を増やす方法が通

用する範囲は限られよう。また、仮に分担が上手

く機能したとしても、担当する仕事量の減少が給

与の減少を伴う状況では、分担の増加は働く者

によるパイの奪い合いを招き、生活維持給の切り

詰めさえもたらしかねない脚注１５。また、そもそも、

経済的な理由のみから仕事に駆動される者の増

加は、望まれない事態である。就労への「希望無

き必要」を根拠に仕事に引っ張り出すのは、不

適切である。仮に就労が当事者にとってあくまで

生計維持のための必要悪だったとしても、就労

に対する何らかの前向きな姿勢を引き出す工夫

は求められよう。 

 このような課題を抱える問題提起ではあるが、

慢性的な人手不足の中で、今なお絶えない長時

間労働を含む過重労働を削減し、過労死防止を

一時的でなく持続的なものとするための方策の

一つとして、労働現場に人を繋ぐプロセスという

根本問題に視点を置くのも肝要ではないか。今

後、働けていない者を仕事に繋ぐ発想の具体化

が必要だ。 
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脚注１３ なお、付言すれば、生活保護を受けている高齢者世帯は2021年7月時点で909,658世帯に上り、全体の

55.7%を占める（生活保護の被保護者調査(令和3年7月分概数)の結果）。 

脚注１４ 例えば、以下を参照されたい。東京大学高齢社会総合研究機構、柏市豊四季台地域高齢社会総合研

究会（2013）「厚生労働省『生涯現役社会の実現に向けた就労のあり方に関する検討会』資料 自治体も関与し

た高齢者の就労支援の取組状況と今後の展望について」。 

脚注１５ アンケートで見られた自由記述回答から2点引いておく。「残業時間は何時間までが安全なのだろうか？ 

そして、残業をしなかった場合には月収がいくら減るだろうか」（広告代理店）。「定時に帰りたいが、定時に帰る

ぐらいの労働では生活維持給を確保できない」（介護施設管理職）。 



おわりに 

 本稿では、過労死問題の主な原因である長時

間労働について、その実態、健康への影響を指

摘した上で、人手不足の問題に注目し、過労死

問題根絶への問題提起をした。我々は異なる学

部や研究科に所属しながら、様々な方向から考

察を重ねた。今後も過労死根絶に向け、学習や

研究を深めていく。過労死根絶のより一層の学

際的な研究や活動の活発化に寄与したい。   
  
【資料】  
アンケート設問 
１．学校や職場などでトラブルに巻き込まれ、途方に暮

れた場合に、相談にのってくれる相手はいますか？ 

□ はい □ いいえ 

２．これまでに、何らかの影響によってパニックに陥り、

自暴自棄になったことはありますか？ 

□ はい □ いいえ 

３．上の質問で「はい」とお答えした方で、もしよろしけ

れば具体的な理由を教えていただきたいです。 （自

由記述) 

４．上の質問で「はい」とお答えした方で、もしよろしけ

れば、どのようなことがきっかけとなり、立ち直ること

ができたか教えていただきたいです。 (自由記述) 

５．職場やアルバイトで、自分の担当分の仕事が定時

に終わらなかった時、定時で帰りますか？ それと

も，残業しますか？ また、どちらの方が好ましいと

考えますか？ 

□ 定時で帰るし，定時で帰るのが好ましい 

□ 定時で帰るが，本来は残業するのが好ましい 

□ 残業するし，残業するのが好ましい  

□ 残業するが，本来は定時で帰るのが好ましい 

６．過労死について考えたことはありますか? また、身

近な人と過労死について話したことはありますか？ 

□ 考えたこともあるし、身近な者と話したこともある  

□ 考えたことはあるが、身近な者とは話したことはない 

□ 考えたこともないし，、身近な者と話したこともない 

７．上の質問に関して、何か詳しく教えて頂けることは

ありますか？ (自由記述) 

８．過労自死は、１年に何件ほど起きていると思います

か？ (自由記述) 

９．現在の労働に関連する法律を知っていますか？ 

□ 詳しく知っている □ 少しだけ知っている 

□ あまり知らない    □ 全く知らない 

１０．知っている法律名を略式でも構いませんので、教

えていただけますか？ (自由記述) 

１１．労働関係の法律が、自らの生活に深く関わって

いることを、どれだけ実感できていますか？ 

□ 実感している □ 少し実感している 

□ あまり実感しない □ 全く実感しない 

１２．上の質問に関して、実感するのはどのような場面

ですか？ (自由記述)  

１３．仕事で裁量権（労働量や、仕事の方法を自分で

調節すること）の大きさと、過労死のリスクは比例すると

思いますか？ 

□ 裁量権と過労死リスクは大きな関係があると思う 

□ 裁量権と過労死リスクは多少くらい関係があると思う 

□ 裁量権があっても，仕事量が変わらなければ，過

労死リスクはあまり変わらないと思う 

□ 裁量権があっても，過労死リスクには直接的に関

係ないと思う 

１４．特に、自分の裁量を認めてほしいのは、業務上ど

のようなものですか？ 例えば，定時には帰りたい、な

ど。 (自由記述) 

設問１は、過労死の要因に労働者のメンタルヘルスが

あることを踏まえ、個人がメンタル不調に陥った際、自

身で解決できるかどうかを問うた。殆どの回答者が「は

い」と答えたが、社会人の1割が「いいえ」と回答した点

は深刻で、メンタルヘルスケアの充実が肝要である点

が再確認された。 

設問２、３、４では、メンタル不調になった際に立ち直る

方法に注目した。自由記述において、自力で立ち直

ることの困難さが明白になり、他人の存在の重要性が

際立った。 

設問５では、長時間労働に関連させ、残業への意識

の把握を図った。「残業するが、本来は定時で帰るの

が好ましい」との回答が社会人、学生ともに最も割合

が高かった。個人の意識と、実際の行動との間に相違

が見られる。個人の意識のみならず、行動も変化させ

るには、事業場単位での取り組みが不可欠であろう。 

設問６、７、８では、過労死問題にどれだけの人数が関

心を寄せられているかと、その関心の程度を問うた。

過労死問題に関心を寄せる者は数多く存在した。問

題を聞き知るに留まる者から、自分事として捉えている

者まで幅広く存在した。 

設問９、１０、１１、１２では、法が現場で機能していない

実態の把握を図った。労働に関する法律を知識として

持つと答えた者は社会人で約53％、学生で約37％に

留まった。労働に関する法律を生活で実感していない

と答えた者は社会人で約38％、学生で約65％に上っ

た。設問10の回答結果は、予想通り「労働三法」との

回答が大半だったのに対し、「過労死等防止対策推

進法」を挙げる者は3人のみであった。過労死問題根

絶を目指す象徴的な法律であるだけに、もう少し知ら

れていて欲しいところである。 

設問１３、１４では、仕事の裁量権に対する労働者の

印象と、過労死問題との関連性に関する意識調査を

図った。自由記述からは，労働時間に関する裁量を

持つことへの期待の高さが伺えた。 
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図６ 「1. 学校や職場などでトラブルに巻き込まれ、途方にくれ
た場合に、相談にのってくれる相手はいますか？」に対す
る回答。社会人回答者544人，学生回答者268人。 

図７ 「2. これまでに，何らかの影響によってパニックに陥り，
自暴自棄になったことはありますか？」に対する回答。社会
人回答者545人、学生回答者268人。 

図８ 「５. 職場やアルバイトで、自分の担当分の仕事が定時に
終わらなかった時、定時で帰りますか？ それとも、残業しま
すか？ また、どちらの方が好ましいと考えますか？」に対す
る回答。社会人回答者543人、学生回答者262人。 

図９ 「６. 過労死について考えたことはありますか？ また、
身近な人と過労死について話したことはありますか？」に対
する回答．社会人回答者544人、学生回答者268人。 

図１０ 「９． 現在の労働に関連する法律を知っています
か？」に対する回答。社会人回答者544人、学生回答者
268人。 

図１１ 「11. 労働関係の法律が、自らの生活に深く関わって
いることを、どれだけ実感できていますか？」に対する回
答。社会人回答者541人、学生回答者266人。 

図１２ 「13．仕事で裁量権（労働量や、仕事の方法を自分で
調節すること）の大きさと、過労死のリスクは比例すると思い
ますか？」に対する回答。社会人回答者539人、学生回答
者264人。 
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